
所管部署
（連絡先） 令和７年11⽉実施

この定期モニタリングでは、以下の表の評価項目・視点により確認を⾏いました。

⑴ 市⺠ニーズの把握・対
応状況

⑵ 経済性

⑶ サービス水準

リスクマネジメント

指定管理者

名　称 社会福祉法⼈⼤阪府⺟⼦寡婦福祉連合会

所在地 枚⽅市交北３丁目１番５０号

所在地 枚⽅市楠葉野⽥３丁目１２番３号

主な業務内容

総合マネジメント業務
施設の管理業務（①建築設備等保守管理業務、②設備運転監視業務、③保
安警備業務、④衛⽣管理業務、⑤清掃業務）
施設の運営業務（①施設運営業務及び利⽤者⽀援業務、②感染症対策業
務、③その他必要な管理運営業務）

設置目的 ⾼齢者及び⾝体障害者の在宅福祉の増進を図るため

指定管理期間 令和５年４⽉１⽇から令和10年３⽉31⽇
（2023年４⽉１⽇から2028年３⽉31⽇）

２　業務の継続性・安定性 指定管理者の財務状況が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認します。

１　業務の履⾏状況 事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実施体制を確認します。

選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項 アンケート調査等の実施により、市⺠（利⽤者）のニーズを把握し、その結果を踏
まえて改善を⾏っているかについて確認します。

施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む） 料⾦収⼊等の収⽀状況について、当初の収⽀計画と乖離がないか、適正な内容
となっているかについて確認します。

施設の概要等

令和７年度　 定期モニタリング評価表（中間）

施設名 枚⽅市⽴くずは北デイサービスセンター 健康福祉政策課
（072-841-1369）

評価項目 評価の視点

募集要項・仕様書記載事項等に関する事項 指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて確認します。

緊急事態発⽣時や機器・設備故障時等における対応状況や、対応体制・対応
⽅法について確認します。
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▍１　業務の履⾏状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項

5
4
3
2
1

評価 評価 評価理由

4 4

・重度の利⽤者などに対しては送迎だけでなく、利
⽤者宅内のベットにまで付き添う等可能な限り個
別に⽀援を⾏うことでご家族の介護負担軽減や⼀
⼈暮らし⾼齢者の在宅⽣活の継続に繋がっている
ことは評価できる。
・他施設で受け⼊れが困難な⽅についても、介護
⽀援専門員と密に連携をとりながら、積極的な受
け⼊れを⾏っている点について評価する。
・市外の⽅の受け⼊れも⾏っているが、枚⽅市内の
利⽤者が受け⼊れられない状況はなく、利⽤率向
上に努めていることを確認した。

施設の設置目的等を踏まえた現状認識及び今後の⽅向性が明確に提案されている（確認事項９）

・“地域の社会資源としての役割”を⼤切にして、在宅福祉の増進に努めている
か。

・「地域の社会資源としての役割」として、利⽤
者が安⼼して在宅⽣活を継続できるよう、社会
との繋がりを持ちながら⾃⽴した⽇常⽣活を送っ
ていただくことを目標に⽀援を⾏っております。
・関連機関と担当者会議等を通じて相談や調
整を⾏い、ご家族の介護負担軽減や⼀⼈暮ら
しの⾼齢者の在宅⽣活が継続できるよう⽀援を
⾏っております。
・他施設で受け⼊れ困難なケースや重度な⽅に
ついても、情報交換を⾏いながら公の施設の役
割として積極的に対応するよう努めております。
・利⽤地域については、地域性から枚⽅市に限
らず、八幡市全域も対象としております。

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由
【施設の経営⽅針に関する事項】
①施設の現状に対する考え⽅及び将来展望

計画以上に独⾃の新たなサービスを提供し、特に良好な管理運営を⾏っている。
計画以上の良好な管理運営を⾏っている。
計画どおりの適正な管理運営を⾏っている。
⼀部計画どおりにできていない、⼜は改善が必要であるが、概ね適切な管理運営を⾏っている。
全く計画どおりにできていない、⼜は⼀部不適切な管理運営が⾏われている。

評価ポイントごとの評価基準
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3 3

・随時研修を実施しており、イーラーニング等のオン
ライン研修も活⽤していることを確認した。また、欠
員が⽣じた際は、速やかにハローワークや各種求⼈
媒体に働きかけ⼈材の確保を図っていることを確認
した。

4 3

・介護⽀援専門員が作成した計画をもとに、定期
的に利⽤者の状態を確認しながら通所介護計画
書を⾒直していることを確認した。
・計画書の変更についても、重要な事項は介護⽀
援専門員に直接連絡をするなど連携をとりながら、
依頼していることを確認した。

3 3

・利⽤者の希望や状況に応じて、現状を維持でき
るように個別機能訓練を実施しており、同じ機能水
準の⽅を少⼈数で分けて訓練するなど、工夫をして
いることを確認した。
・全ての訓練者において、３ヶ⽉毎に訓練内容を
⾒直していることを確認した。

3 3

・職種ごとに集まって会議の場を設けるなど、意⾒が
出やすい環境づくりを⾏っていることを確認した。
・報告書や議事録は、簡潔かつ必要事項が網羅さ
れており、正確に伝達することを職員間において徹
底することで、残業時間の縮減など職場環境の改
善に努めていることを確認した。

・機能訓練に関して、定期的に訓練目標の進捗状況を確認することで個別機能
訓練計画書の更新作成を⾏い、状態に応じた訓練内容に取り組んでいるか。

・個別機能訓練に関しましては3ヶ⽉毎に、ご⾃
宅での様⼦や訓練時の様⼦から評価を⾏い、
状態に応じて目標や訓練内容を変更しておりま
す。

・職員間の連携やコミュニケーションを⼤切にするとともに、職員の処遇改善につな
がるよう努めているか。

・職員につきましては、各⾃円滑に業務が遂⾏で
きるよう、進捗状況等確認しながら、適宜業務
⾒直しを⾏っております。
・報告書の簡素化等、業務負担を軽減して残
業を減らす等、職場環境の改善に取り組んでお
ります。

・⼈材の確保・育成に⼒を⼊れ、感染症予防も含めた質の⾼いサービスが継続
して提供できるよう取り組んでいるか。

・⼈材確保ついては、ハローワークやインターネット
の活⽤、随時職場⾒学を受け⼊れて取り組んで
おります。また、採⽤となった職員には、OJTでの
指導とともに定期的な研修等を計画的に⾏って
おります。
・感染症予防に関して、感染症委員会を年2回
実施し、マニュアル等の⾒直しや研修内容を検
討し、感染予防に取り組んでおります。
・センター内や送迎⾞内等も換気や消毒に取り
組むとともに、職員はマスク着⽤を継続し、利⽤
者にもマスク着⽤を推奨しております。

・利⽤者の⾯接に基づいて個々の通所介護計画書を作成し、送迎、⼊浴、⾷
事、機能訓練等のサービスを提供しているか。また、通所介護計画書に関して、
定期的に⾒直しを⾏い、常に状態に応じたきめ細かなサービス提供ができるように
しているか。

・計画書を作成する際は、利⽤者の居宅を訪問
する等、利⽤者との⾯接から必要な情報を得て
計画書を作成しております。
・ケアプランの更新に伴って通所介護計画書を⾒
直すとともに、サービス内容変更の必要性が認め
られる場合には、ケアマネジャーに計画の変更を
依頼する等しております。
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4 4

・利⽤がなくなった事業所や新規の介護⽀援専門
員の情報を定期的に反映し、近隣の居宅介護⽀
援事業所の訪問や、新規の介護⽀援専門員へ広
報誌や利⽤案内のチラシを配布していることを確認
した。
・チラシを活⽤し、近隣の居宅介護⽀援事業所に
対し広報活動を⾏うことで、介護⽀援専門員から、
当施設への紹介が増えていることから、チラシによる
情報提供が利⽤率向上に寄与していることを確認
した。
・訪問看護ステーションや薬局等と連携を図り、利
⽤者の服薬に関することなどを確認していることを確
認した。
・体験利⽤や施設⾒学については、利⽤前後の
ギャップを解消するため、介護⽀援専門員から事前
に情報を共有するなどした上で、丁寧な対応によっ
て多くの場合において、体験利⽤から本利⽤に繋
がっていることを評価する。

3 3

・接遇に関する内部研修を下半期に実施予定であ
ることを確認した。
・全職員、始業前に検温を⾏い健康状態を確認し
ていることを確認した。また、送迎を⾏う職員につい
ては、検温に加えてアルコールチェックを⾏い、チェッ
クシートにて管理していることを確認した。

・毎⽉会議にて利⽤率や収⽀状況、欠席状況を分析し、近隣の居宅介護⽀援
事業所や医療機関等との連携強化・情報交換、パンフレットの配布を⾏い、体
験利⽤や振替利⽤などを提案し、質の⾼いサービスの提供に努めているか。

・会議にて利⽤率や収⽀の状況、利⽤中断者
の状況等の情報共有を⾏い、分析した結果をも
とに広報活動を⾏っております。
・定期的に近隣の居宅介護⽀援事業所を訪問
し、毎⽉の⾏事等を記載した広報紙や利⽤案
内のチラシを配付しております。
・利⽤者の服薬に関することなど、不明な点が
あった際には、利⽤されている訪問看護ステー
ションや薬局等とも連携を図り、確認しておりま
す。
・サービス利⽤中の⼼⾝の状態変化や、体調不
良の前触れを発⾒した際は、ご家族と介護⽀援
専門員等に連絡を取り、適宜必要な対策を講
じております。
・体験利⽤や施設⾒学の相談の際には、安⼼
感を持っていただけるよう、親切・丁寧な対応を
⼼掛けております。
・欠席の連絡があった際には振替え利⽤を提案
しております。

関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った運営計画が提案されている（確認事項12）

・関係法令を遵守したうえで、施設の利⽤向上、職員の適正配置、利⽤者に対
する接遇対応の向上、利⽤者の安全確保等について、計画し実施しているか。

・事業運営にあたり、介護保険法や⽼⼈福祉法
等の関係法令を順守しております。
・「枚⽅市デイサービスセンター条例」を順守する
とともに、管理運営業務基本仕様書に沿った運
営に努めております。
・職員の接遇や利⽤者の安全確保等について
は、年間で計画的に実施しております研修によ
り、意識や技術の向上を図っております。
・安全に送迎を⾏うため、運転前後のアルコール
チェックと運転者の体調確認も実施しておりま
す。

②施設運営に関する計画

施設の利⽤の向上に関する計画が具体的に提案されている（確認事項11）
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4 4

・⾼齢者と障害者の区別なく交流を図ることができ
る環境を活かし、昨年度から引き続いて実施してい
る脳トレクイズ等、頭を動かすレクリエーションを中⼼
に取り組んでいることを確認した。
・今年度より、法⼈内他施設の職員を含めて⾳楽
グループを結成し、施設内で演奏することで、他施
設職員との交流や利⽤者間での積極的な交流に
繋げるなど、１施設だけではなく、法⼈全体で創意
工夫を凝らしたレクリエーションを実施していることを
評価する。

3 3

・接遇に関する内部研修を下半期に実施予定であ
ることを確認した。
・⾃己チェックシートを⽤いて、接遇に関する⾃己
チェックを実施していることを確認した。

3 3

・苦情処理体制を整え、どなたでも投函できるよう
苦情受付ボックスが事務所前に設置されていること
を確認した。
・第三者委員会での検討内容を実践することによ
り、苦情に対する認識が向上し、普段の職員の⾏
動にも良い影響が出ているなど、苦情を減らす取り
組みを実施しており、実際に苦情件数が減少して
いることを確認した。令和７年度の第三者委員会
は下半期に実施予定であることを確認した。

・⾼齢者と⾝体障害者との利⽤者間の交流を図りながら、レクリエーション等の⾏
事を充実させているか。

・⾼齢者、障害者の区別なくホール内で過ごして
いただいております。
・レクリエーションについても、異なる世代の⽅々が
楽しめるよう努めております。

・利⽤者への接遇について、職員の接遇意識が⾼まるように、接遇に関する⾃己
チェックを毎年実施する他、定期的な研修に取り組んでいるか。

・内部研修を計画的に実施し、職員全員の接
遇意識向上に努めております。
・個々の職員についても、接遇に関する⾃己
チェックや個別⾯談を年1回実施し、⽇々の業
務やサービス提供について⾃己を⾒直す機会を
設けております。
・令和７年度は下半期に予定しております。

・苦情に関しては、苦情受付ボックスの設置、苦情処理に関する要綱に基づく速
やかな対応、苦情処理体制の充実に努めているか。

・解決責任者と受付担当者を重要事項説明書
に明記し、苦情処理体制を整えております。
・受け付けた苦情は「苦情受付書」に記載して、
会議等で対応策を検討し、再発防止に努めて
おります。
・第三者委員に挙がる案件はありませんでした
が、施設に挙がった苦情について第三者委員とと
もに年に１回検討する機会を設けております。
・令和７年度は下半期に予定しております。

利⽤者に対する接遇対応向上について具体的に提案されている（確認事項13）
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4 3

・体験利⽤により、利⽤前後のギャップを解消するこ
とや、利⽤者の状態を把握したうえで受け⼊れるこ
とにより、トラブルを未然に防ぐことに努めていることを
確認した。
・また、万が⼀利⽤者間でトラブルになりそうな様⼦
があれば、座席の変更等に加えたり、職員を⼀⼈
配置し、別室、別フロアへ利⽤者を移動させるなど
の対応をしていることを確認した。

4 4

・全職員、始業前に検温を⾏い健康状態を確認し
ていることを確認した。また、送迎を⾏う職員につい
ては、検温に加えてアルコールチェックを⾏い、チェッ
クシートにて管理していることを確認した。
・利⽤中に体調不良が疑われる場合は、介護⽀
援専門員と連携しながら対応することや、⼀⼈暮ら
しの利⽤者が体調不良になった場合は、早急な家
族⽀援（出迎え）が不可なため、介護⽀援専門
員との連携や遠⽅の家族への連絡、別部屋にて⼀
時的に対応することや、必要に応じて職員が病院ま
で付き添うなど、施設の内外において、可能な限り
個別に対応していることを評価する。

3 3

・利⽤前の⾯接時に、必要以上の現⾦や貴重品
の持参はご遠慮いただくよう説明することで、貴重
品の持参は抑制されていることを確認した。
・万が⼀、貴重品を持参された場合は、事務所内
の⾦庫で保管していることを確認した。

・センターには必要以上の現⾦は持参しないよう⾯接時に説明するとともに、貴重
品などは⾦庫でお預かりするなどの管理は施設で責任を持って⾏っているか。

・⾯接時に必要以上の現⾦や貴重品の持参は
ご遠慮いただくよう説明し、同意を得ております。
・万が⼀、貴重品を持参された場合には、帰宅
まで事務所内の⾦庫で保管させていただきます
が、次回より持参はご遠慮いただくようお伝えして
おります。

利⽤者が安全に利⽤できるよう施設内で発⽣するトラブルへの対応⽅法等について提案されている（確認事項14）

・利⽤者間でトラブルになりかけた場合は、過ごしていただく場所を少し離したり、
レクリエーションに集中していただいたりするなど、トラブル回避に努めているか。

・サービスの利⽤開始前に体験利⽤をしていただ
くことにより、利⽤者の特性や状態を事前に把握
し、その⽅に対して適切なプログラムを⽴案する
等、トラブルを未然に防ぐ工夫を⾏っております。
・万が⼀利⽤者間でトラブルになりそうな様⼦が
あれば、座席を変更したり、職員の関わりを工夫
する等してトラブル回避に努めております。

利⽤者等の安全・秩序維持のための適切な対応⽅法等について提案されている（確認事項15）

・職員については始業前にアルコールチェックと検温等健康チェックを⾏い、利⽤者
に対しては送迎時にご家族等から聞き取りを⾏って利⽤者の健康状態等を把握
するとともに、センター到着時に看護師によるバイタルチェックを⾏う等、利⽤者が
安全にセンターを利⽤できるよう適切な対応を⾏っているか。

・職員については、始業前後にアルコールチェック
（運転者）を実施しております。検温はセルフ
チェックとし、始業前に個々の体調確認を実施し
ております。体調が疑わしい場合は状態に合せ
業務の可否を判断しております。
・利⽤者については迎え時に、利⽤者やご家族
に体調を確認しております。
・センター到着後は看護師による健康チェックを
実施しております。
・家族からの申し送り事項等は、送迎担当者と
の情報共有に努めております。
・利⽤中に体調不良が疑われる場合には、家族
や担当の介護⽀援専門員等と連絡を取り、早
めの帰宅対応や早期の受診を促す等、適時必
要な対策を講じております。
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3 3

・⾷事について、⽇常⾷は給⾷会社からの配給が
全国⼀律のものであることから、施設毎の嗜好に
合ったサービスは困難であることを確認した。利⽤者
の嗜好に合った⾷事については、⾏事⾷にて対応し
ていることを確認した。
・給⾷業者が実施する、⾷事に関するアンケートを
実施を確認した。
・指定管理業務として実施する利⽤者アンケートに
ついては、昨年度実施したものについて改善事項
等を記載し、利⽤者、家族へ配布するとともに、全
職員に共有していることを確認した。R7年度は下
半期に実施予定であることを確認した。

3 3

・⼈権に関する研修について、内部研修を12⽉に
実施予定であることを確認した。
・オンラインにて4⽉に代表者が同和、⼈権問題啓
発講座を受講しており、年に1回開催している管理
者会議の開催も確認した。

・定期的に開催する管理者会議等で議題とするとともに啓発パンフレット等を⼊
⼿し研修を⾏い、⼈権について職員が正しい認識を持ち業務を⾏うよう努めてい
るか。

・⼈権に関する取り組みとしては、内部研修に
て、職員全員が福祉に携わる者として⾝につける
べき⼈権についての正しい認識を持つよう努めて
おります。
・令和７年度は下半期に予定しております。

セルフモニタリング及び利⽤者等に対するアンケートの実施について提案されている（確認事項16）

・アンケートについては、嗜好調査や⾷事に関する調査などを介護計画書作成時
や、随時に聞き取り調査により実施し、結果を処遇や献⽴等に反映させるように
取り組んでいるか。

・⾷事につきましては、給⾷会社からの嗜好調査
を利⽤者に実施しております。
・サービス改善で必要な内容については各会議
で検討しております。⾷事については、利⽤者が
摂取しやすい⾷事形態（ミキサー⾷やゼリー⾷
等）利⽤者の状態に合わせた⾷事を提供して
おります。アンケート結果については、改善事項
等を記載し、利⽤者、ご家族へ配布しました。

業務に従事する者が、⼈権について正しい認識を持って業務を遂⾏できるよう、⼈権研修について提案されている（確認事項17）
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4 3

・耐⽤年数が経過している設備があるが、関係法
令等を遵守し、委託している設備管理会社や市と
連携し、利⽤者の快適な利⽤環境の維持のため、
施設管理に取り組んでいることを確認した。

3 3
・設備点検等を設備管理会社に委託し、異常が
⾒られたときには迅速に確認等を⾏っていることを確
認した。

3 3

・有資格者による消防設備等点検や飲料水点検
などは設備管理会社に委託実施しており、点検・
検査の結果を施設で受けた後、関連機関へ提出
していることを確認した。

建築設備全般に係る点検・保守を適切に実施し、機能保全・利⽤者への安全、快適な環境が提案されている（確認事項19）

・設備故障時等の速やかな対応を図るため設備管理会社に委託しているか。

・当該設備の受水槽、給水ポンプ、給湯ポンプ、
受電設備、消防設備等の設備点検を設備管
理会社に委託してしております。
・異常が⾒られた時には迅速に確認、修繕を⾏
い、利⽤者へのサービス提供に⽀障のないように
努めております。

・消防設備等点検、飲料水検査等の有資格者による実施、関係機関への結
果報告を⾏っているか。

・有資格者による各設備点検、検査等は、委託
しております設備管理会社が実施しており、点検
や検査結果を施設に報告の後、関連機関へ提
出しております。

【施設の管理に関する事項】
関係法令及び本市条例・規則を遵守し、施設の設置目的に沿った管理計画が提案されている（確認事項18）

・関係法令・条例等を遵守し、建築設備全般の管理や廃棄物の取扱い、備品
管理等について適正に⾏い、利⽤者の安全と快適な環境を維持するように努め
ているか。

・開所から２８年が経過しており、耐⽤年数が
超過している設備があります。
・建築設備や廃棄物処理に関する各種法令等
の遵守と利⽤者の安全と快適な環境を維持す
るため、施設と委託しております設備会社、設置
者である市と連携し、施設管理に取り組んでおり
ます。
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3 3

・介護サービスの提供記録に関しては介護保険法
や⾃治体が定めている期間に沿って保存を⾏い、
運営に関する文書に関しては法⼈規定に沿って管
理・保存していることを確認した。
・個⼈情報が記載されている書類については、書庫
にて施錠管理していることを確認した。

3 3

・廃棄物の発⽣状況から、回収頻度を毎⽇から週
3⽇に変更しているものの、廃棄物の保管やにおい
等のクレームも発⽣しておらず、運営上問題ないこ
とを確認した。

3 3 ・紙類、ビン・缶類について、分別保管し、廃品回
収や資源回収に出されていることを確認した。

・法⼈決裁規程第3章「文書の管理」を遵守し、適切な管理・保存を⾏っている
か。

・介護サービスの提供記録に関しては、介護保
険法や⾃治体が定めている期間に沿って保存し
ております。
・運営に関する文書に関しては、法⼈規程に
沿って管理、保存しております。
・個⼈情報が記載されている書類については、書
庫にて施錠管理しております。

施設内で⽣じた廃棄物の適切な⼀時保管、搬出、処理の提案がされている（確認事項21）

・施設内で⽣じた廃棄物は、専⽤のコンテナに保管し、毎⽇早朝に業者による収
集処理を⾏っているか。

・廃棄物につきましては専⽤のコンテナに保管して
おります。
・廃棄物の削減に取り組んだ結果、毎⽇の廃棄
の必要がなく、現在は、火・木・土の週3回、収
集処理をしております。近隣からのにおい等のク
レームもなく適正に処理出来ております。
・粗ごみにつきましても、定期的に委託している業
者にて収集処理しております。

・紙類、ビン・缶等の資源ごみについても分別保管し、⼀定時期に収集処理を依
頼しているか。

・個⼈情報以外の紙類やリサイクル出来るものに
関しては、地域の⾃治会の廃品回収に出してお
ります。
・ビン・缶等に関しても分別に努め、資源回収に
提供しております。

文書の適切な管理・保存の提案がなされている（確認事項20）
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3 3

・備品台帳および現地確認により、市の備品には
シール等を張り付けて管理されていることを確認し
た。
・備品台帳の変更等も適切に市へ申請を実施され
る体制であることを確認した。
・棚卸しが年１回の頻度で⾏われていることを確認
した。

3 3

・「事業系⼀般廃棄物の減量及び適正書の⼿引
き」を参考に、ごみの分別等を実施してることを確認
した。
・再利⽤として段ボール等をレクリエーションで活⽤を
していることを確認した。

4 3

・利⽤⼈数の少ない⽇は、男⼥のお風呂の時間を
分け、浴室を1箇所にする工夫をしており、特にク
レーム等もなく実施できていることを確認した。
・施設の⽼朽化が要因となり電気料⾦に影響を与
えていることを踏まえ、節電意識を⾼め、空調の温
度管理だけでなく、加湿器や扇風機の活⽤、こまめ
に照明を消すなどの取組をしていることを確認した。

・節水の徹底、冷暖房のきめ細かな温度管理など、様々な検討を加え省エネル
ギーに取り組んでいるか。

・利⽤者に⽀障のない範囲で水やガスの使⽤量
を抑えるため、利⽤⼈数の少ない⽇は浴室を１
箇所にする等工夫しております。
・温度管理につきましては、冷暖房の細かな温
度設定に加え、加湿器や扇風機、サーキュレー
ター、カーテン等を活⽤し、その他、使⽤していな
い場所の照明をこまめに消す等、節電を⼼掛け
ております。

備品管理に当たり、管理簿の整備及び責任の所在について提案されている（確認事項22）

・備品の所在と数量、責任所在の明確化、適正な廃棄⼿続き、管理簿（備品
⼀覧表）の整備など、適正な管理を⾏っているか。施設独⾃で購⼊した備品に
ついても固定資産台帳に登録して適正に管理しているか。

・備品に関しましては、市と合同で作成した備品
台帳をもとに、所在や数量、状態を確認し管理
しております。
・破棄の際には、備品廃棄許可申請を⾏った上
で適切に処理をしております。
・当施設の備品の多くは市の所有であることに留
意して、⼤切に扱うよう⼼がけております。
・施設で購⼊した備品については、固定資産台
帳にて管理しております。

環境に配慮した管理運営を目指し、ごみの削減、省エネルギー等具体的に提案されている（確認事項23）

・⼀般廃棄物について⽇ごろより削減に努めているか。

・「事業系⼀般廃棄物の減量及び適正処理の
⼿引き」を参考に、発⽣抑制、再利⽤、再⽣利
⽤を⼼掛け、ごみの分別等を実施し削減に努め
ております。

10



3 3
・有資格者による電気設備点検や消防設備点検
などは、設備管理会社に委託し⾏っていることを確
認した。

4 3

・⾼齢者虐待に関する内部研修を５⽉と6⽉に実
施していることを確認した。
・専門誌やインターネットなど様々媒体から、研修に
関する情報収集を収集を積極的に⾏っていることを
確認した。
・⼀般事例をもとに背景要因を分析し、⼈権研修
等の個々の意識を⾼める研修や委員会を定期的
に開催することで、虐待に至らないように、また虐待
に繋がっていく不適切なケアが⾏われないように努め
ていることを確認した。

・定期的に会議、外部研修資料等を⽤いた研修会を開催し、未然防止に努め
ているか。

・背景要因を分析し、個々の意識を⾼めるため
の研修や委員会を定期的に開催することで、虐
待に至るような不適切なケアが⾏われないよう努
めております。

業務基本仕様書の規定に従い、資格を必要とする業務に有資格者を配置するなど適正な⼈員配置が提案されている（確認事項24）

・電気設備点検や消防設備点検など法令に定められている検査を有資格者に
より⾏っているか。

・有資格者による各設備点検、検査等は、委託
しております設備管理会社が実施しており、点検
や検査結果を施設に報告の後、関連機関へ提
出しております。

⾼齢者虐待を未然に防止する取り組みについて提案されている（確認事項25）
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3 3

・感染症について、発令される通知文書や感染症
予防及びまん延防止マニュアルに沿って対応してい
ることを確認した。
・感染症等の疑いがある場合は、2階建てであるこ
とを活かし、別フロアへの移動や別部屋への移動に
よる個別対応をしていることを確認した。

3 3

・枚⽅市情報公開条例を遵守し、施設⽞関にて
各種規程を閲覧できるよう設置していることを確認
した。
・令和７年度上半期において情報開⽰請求等は
なかったことを確認した。

3 3

・個⼈情報保護制度の遵守に努め、書庫でのファ
イル管理、職員採⽤時の書⾯による取り交わし、ウ
イルス対策ソフトの更新等を実施していることを確
認した。

3 3 ・法⼈において規程を制定し、適正に対応している
旨を確認した。

3 3
・各種規程を施設⽞関に掲⽰し、ファイルを事務所
前に設置して閲覧できる状態であることを確認し
た。

・法⼈における「⾃己情報の開⽰申請等に関する規程」、「個⼈情報の保護に
関する基本⽅針」、「個⼈情報取扱規程」等を定めこれらを遵守した適正な対
応をしているか。

・利⽤されるにあたって取得した個⼈情報につい
ては、サービス担当者会議等において最低限必
要となる個⼈情報のみ、利⽤者や家族から同意
書を得たうえで使⽤しております。

・法⼈において定めている「⾃己情報の開⽰申請等に関する規程」、「個⼈情報
の保護に関する基本⽅針」、「個⼈情報取扱規程」等を⽞関の掲⽰板に掲⽰
するとともに、ファイルを設置して閲覧できるようにしているか。また、それらの周知に
ついてさらなる充実を図っているか。

・各規程を施設⽞関に掲⽰するとともに、ファイル
を事務所前に設置して閲覧できるようにしており
ます。

【情報公開及び個⼈情報保護の措置に関する事項】
枚⽅市情報公開条例の目的等を踏まえ、管理運営事業で保有する情報の公開に関する対応が明確に⽰されている（確認事項27）

・枚⽅市情報公開条例を遵守した対応を⾏っているか。 ・枚⽅市情報公開条例の順守に努め、施設とし
て条例に沿った規程を制定しております。

個⼈情報の保護に関する法律の目的等を踏まえ、個⼈情報の保護に関する必要な措置について明確に⽰されている（確認事項28）

・個⼈情報の保護に関する法律を遵守しているか。
・個⼈情報保護制度の順守に努め、書庫におけ
るファイル保管、職員採⽤時の書⾯による取り交
し、ウイルス対策ソフトの更新等⾏っております。

業務に従事する者及び利⽤者の⼿指や備品の消毒、施設の換気等、感染症の拡⼤防止策が提案されている（確認事項26）

・感染症の状況に⽇々留意するとともに厚⽣労働省の通知やマニュアル等を確
認し、消毒や換気を⾏うとともに、職員への周知徹底や利⽤者への注意喚起
等、感染症の拡⼤防止に努めているか。

・感染症については、発令される各通知文書や
マニュアルに沿って対応しております。
・職員については、マスクの着⽤、⼿指消毒を実
施し、利⽤者につきましても引き続きマスクの着
⽤や利⽤前の検温をお願いしております。
・感染症等の疑いがある場合は、速やかに個別
で対応し、早期の受診をお願いしております。
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3 3

・防災及び非常災害時対応マニュアルを作成して
いることを確認した。
・緊急時連絡網や火災時等の避難経路を作成
し、研修等で職員に周知していることを確認した。

4 3

・火災総合訓練を10⽉と3⽉に実施予定と確認し
た。
・AEDを設置しており、使⽤⽅法についての研修を
下半期に実施予定を確認した。

3 3
・感染症については、感染症予防及びまん延防止
マニュアルに沿って5⽉26⽇に内部研修を実施し、
体制の充実に努めていることを確認した。

3 3

・非常災害時の対応に関する内部研修を7⽉22
⽇に実施していることを確認した。
・緊急時連絡⼀覧表を作成し、年に1回連絡先の
確認をしていることを確認した。また、ケアプラン等に
記載の緊急連絡先と照らし合わせて確認しているこ
とを確認した。

緊急事態発⽣時⼜は発⽣が予測される場合における常時連絡可能な体制・⽅策が提案されている（確認事項30）

・緊急連絡網を整備するなど常時連絡可能な体制の整備を図っているか。

・外部研修や内部研修により、職員全員の緊急
時対応の向上に努めております。
・職員については緊急時連絡体制を⼀覧表にし
ております。
・夜間休⽇の緊急時連絡に、枚⽅市関係部局
への連絡も追記しております。
・利⽤者については、緊急時の連絡先を利⽤開
始時に家族等から確認を取り、家族や主治医の
連絡先が分かるように「緊急時連絡先⼀覧表」
を作成しております。連絡先が変更されることも
多々あるため、必要に応じて連絡先の確認も
⾏っております。

緊急時・防犯・防災対策の危機管理マニュアル作成等が提案されている（確認事項29）

・火災等災害時の対応マニュアルを作成し職員への周知徹底を図っているか。

・防災及び非常災害時マニュアルを作成し、職
員に周知徹底をしております。
・緊急時連絡網や火災時等の避難経路を作成
し、緊急時に対応できるように備えております。

・避難訓練を定期的に実施するとともに、AEDを設置するなど利⽤者の安全確
保に努めているか。

・避難訓練に関しましては、消防計画に基づき
年２回の火災総合訓練を実施しております。
・令和７年度は下半期に予定しております。
・センター内にAEDを設置しており、使⽤⽅法に
ついての研修を定期的に受けております。

・感染症マニュアルについて、定期的に⾒直し、体制の充実に努めているか。
・毎年マニュアル内容の確認を⾏っております。
・内部研修にて、職員全員の緊急時対応の向
上に努めております。

【緊急時における対策に関する事項】
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3 3

・市と指定管理事業者のリスク負担区分⼀覧に基
づき対応していることを確認した。
・修繕案件発⽣時には報告や相談の上、案件内
容によっては協議の上、対応を⾏っている。

4 4

・幼稚園児との歌や⼿遊びなどの交流会を実施し、
世代間交流や今年度より、法⼈内他施設の職員
で⾳楽グループを結成し、施設内で演奏すること
で、他施設職員との交流につなげていることを評価
する。
・また、四季だけでなく、独⾃で提供する七夕⾷事
会などの⾏事⾷の充実に努めていることを確認し
た。
・⾏事⾷については、給⾷会社からの配給だけでは
なく、施設内の厨房も活⽤し充実させた⾷事として
いることを確認した。
・従来から⾏っていた幼稚園⽣との交流に加え、⼩
学⽣との交流を再興させるなど世代間交流の充実
を図っていることを評価する。

3 3

・感染症に関する内部研修を５⽉26⽇に実施し
ていることを確認した。
・職員について年に1回⾃己評価と個別⾯談を⾏
い、業務の⾒直しや目標設定を⾏う機会を設けて
いることを確認した。
・介護技術にかかる必須研修については、新規採
⽤職員も含め遺漏なく受講していることを確認し
た。

【その他】
利⽤者サービスを維持・向上させる具体的な取り組みについて提案されている（確認事項32）

・レクリエーションの個別プログラムの実施、季節感のある充実した⾷事の提供に
努めているか。

・利⽤者の意向を確認しながら季節の飾り作り
や塗り絵、脳トレ、運動など、個別のレクリエー
ションプログラムを提案し、実施しております。
・⾏事に合わせて天ぷら等、厨房職員が調理し
たものを提供しております。

・利⽤者が安⼼して利⽤できるよう介護技術の向上と感染予防を含めた環境整
備に取り組んでいるか。

・定期的に内部研修に取り組んでおります。
・職員については⾃己評価と個別⾯談を実施し
て、業務の⾒直しや目標設定を⾏う機会を設け
ております。
・感染予防のための研修に取り組むとともに、消
毒・換気・健康管理等感染対策を毎⽇実施し
ております。

構成員間（本⽀社間含む）、市との間におけるリスク分担に対する考え⽅が明確に⽰され、かつ考え⽅に対応した分担内容となっている（確認事項31）

・「枚⽅市⽴くずは北デイサービスセンター管理運営業務基本仕様書」に記載さ
れた内容に基づき、市とのリスク分担を⾏っているか。

・「市と指定管理事業者のリスク負担区分⼀覧」
に基づき、指定管理者として損害賠償保険へ加
⼊するとともに、事業の安全性の確保に努めてお
ります。
・設備や備品の修繕案件発⽣時には、都度市
へ報告・相談の上、対応しております。
・責任分担が不明確な事象が発⽣した場合に
は、市と協議させていただいております。
・苦情につきましては、適時対応するともに内容
により市へ報告しております。
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4 3
・樹木の増殖による通学路の妨げや、電信柱への
接触について、注視しながら対応していることを確認
した。

4 3

・定期的に居宅介護⽀援事業所へ訪問し、パンフ
レットやチラシを活⽤した情報交換や空き情報につ
いて広報活動を実施していることを確認した。
・チラシについて、適宜更新を⾏っていることや介護
⽀援専門員から提供依頼があることから、チラシを
活⽤した情報提供が利⽤率向上に寄与しているこ
とを確認した。
・利⽤者の送迎の機会を活⽤し、近隣の住宅へポ
スティング活動を実施していることを確認した。
・今後、SNS等を活⽤した情報提供も検討していく
ことを確認した。

指定管理者による⼀次評価　平均点 3.3 3.1

Ｓ
Ａ
Ｂ

Ｃ

A

事業計画の履⾏において、抜本的な管理運営の改善が必要 二次評価の平均点が２点未満
または「１」の評価があり、かつ、その理由が重⼤な内容である場合

評価項目１　業務の履⾏状況　⑴　選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）
に関する事項の評価（所管部署）

評価項目１⑴の評価基準
事業計画における提案以上に、良好な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が４点以上
事業計画に則した適切な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が３点以上４点未満
事業計画の履⾏において⼀部努⼒が必要だが、概ね適切な管理運営を⾏っている 二次評価の平均点が２点以上３点未満

・併設されているゲートボール場について、使⽤される地域の⽅々や市と相談の
上、水道代の管理や周囲の樹木が通学路の妨げや電信柱への接触などにより
近隣住⺠の⽣活に迷惑が掛からないよう環境整備に努めているか。

・ゲートボール場については、水道代の管理や周
囲の環境整備を⾏っております。
・樹木に関しては、電信柱への接触もあったこと
から令和7年3⽉に剪定、伐採を⾏いましたが、
また少しずつ枝葉が伸びてきております。落ち葉
を掃く等、できることを可能な範囲で⾏っておりま
す。

施設の利⽤促進に繋がる広報活動等について具体的な実施計画が提案されている（確認事項33）

・定期的な居宅介護⽀援事業所や関連医療機関への訪問活動やパンフレット
の配布とポスティング活動により、施設やセンターでの取り組み内容や空き状況等
の情報提供を⾏っているか。

・定期的に居宅介護⽀援事業所へ訪問し、情
報交換や広報活動に努めております。
・サービス担当者会議開催時や居宅⽀援事業
所への訪問の際、パンフレットやチラシの配布を
⾏っております。配布したパンフレットは、介護⽀
援専門員が利⽤者への事業所紹介する際にも
活⽤していただいております。
・近隣の住宅街や集合住宅にポスティング活動
を実施しております。

所管部署による二次評価　平均点
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⑵　施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む）

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○

・⼤幅な減少はないことを確認した。
・上半期において約50％の執⾏率であることを確
認した。⼤阪府からの介護⼈材確保事業を実施
したことで、当初の予算になかった収⼊があったこ
とを確認した。

○ ○

・上半期の事業⽀出全体は約50％程度の執⾏
率であることを確認したが、派遣職員費⽀出など
⼀部の項目においては予算超過であり、その要
因は職員の退職などによる配置上の問題から、
急遽派遣職員の受⼊での対応におけるものであ
ることを確認した。

○ ○ ・運⽤資⾦の借り⼊れを⾏っていないことを確認し
た。

○ ○ ・普通預⾦及び⼩口現⾦について、複数の担当
者で適正に管理されていることを確認した。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

評価項目1　業務の履⾏状況　⑵　施設の管理運営に関する経費の収⽀状況の評価（所管部署）

評価項目１⑵の評価基準
全ての項目が適正（適切）であり、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる
全ての項目が適正（適切）である 全ての項目が○
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である △が1個以上

・収⽀予算書と比較して、想定外に多く⽀出している費目がない。／想定外に多く
⽀出している費目がある場合、その理由が妥当で、今後、予定外の⽀出が発⽣す
るおそれがないか。

・想定外に多く⽀出している費目はありませ
ん。

・運⽤資⾦の借り⼊れを⾏っていない。／借り⼊れを⾏っている場合、その理由が
妥当か。 ・運⽤資⾦の借り⼊れを⾏っておりません。

・口座管理、つり銭等の現⾦管理は適正に⾏われているか。 ・普通預⾦及び⼩口現⾦については、会計
責任者と出納職員で管理しております。

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・収⽀予算書と比較して収⼊額が⼤幅に減少していない。／⼤幅に減少している
場合、その理由が妥当で、今後安定した収⼊を得られる⾒込みがあるか。

・予算執⾏率が介護保険サービス
49.66％、障害サービス56.51％ともに予
算書と比較して⼤幅な増減はありません。

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）である
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である
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⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○

・再委託禁止に関する事項を遵守しており、再委
託の承認⼿続き後に発⽣した、給⾷業者の変
更については届け出がなされていることを確認し
た。

○ ○ ・通帳の写しにて他の業務とは別の口座で管理し
ていることを確認した。

○ ○ ・法⼈で「個⼈情報に関する基本規程」を制定
し、必要な措置を講じていることを確認した。

○ ○ ・労働関係法令が遵守されていることを確認し
た。

○ ○ ・職務の執⾏に対する意⾒、要望等について、当
期はなかったことを確認した。

・職務の執⾏に対する意⾒、要望等の記録等に関する条例に基づき記録等の対
応を⾏っているか。

・職務の執⾏に対する意⾒、要望等があれ
ば「職務の執⾏に対する意⾒、要望等記録
票」に記載して、枚⽅市に提出いたします。
・当期は職務の執⾏に対する意⾒、要望は
ありませんでした。

・指定管理業務に伴い発⽣する経費及び収⼊を、指定管理者が他の事業等で
利⽤する口座とは別の口座で管理しているか。

・他の事業等で利⽤する口座とは別の口座
で管理しています。

・個⼈情報保護法等の関係法令に基づき個⼈情報保護に関し必要な措置を講
じているか。

・個⼈情報取扱規程を制定し、個⼈情報
の取り扱いに留意しております。

・労働基準法等の労働関係法令を遵守しているか。 ・就業規則を届出ています。
・36協定書は毎年届出ています。

実施していない、⼜は不適切な点がある

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・募集要項１ページに記載している再委託禁止に関する事項を順守し、市の承認
⼿続きが適切に⾏われているか。

・再委託禁止に関する事項を順守していま
す。

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）に実施している。
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）に実施している。
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○ ○ ・法⼈決裁規程第3章「文書の管理」に沿って適
正に管理・保存していることを確認した。

○ ○

・利⽤⼈数の少ない⽇は、男⼥のお風呂の時間
を分け、浴室を1箇所にすることで電気やガス等
の使⽤量削減に取り組んでいることを確認した。
・⾞両の⼊替の際には、順次エコカー減税対象
⾞に変更していることを確認した。

○ ○

・介護保険・社会福祉事業者総合保険、サイ
バーセキュリティ保険について、保険証券の写しに
て加⼊を確認した。⾃動⾞保険についても写しに
て加⼊していることを確認した。

○ ○

・⽞関に指定管理者名及び施設の設置者を枚
⽅市と掲⽰し、連絡先を明記していることを確認
した。
・パンフレットに指定管理者名及び施設の設置者
の住所と連絡先が記載されていることを確認し
た。

・適切な保険に加⼊しているか。

・事業所運営に必要な、介護保険・社会福
祉事業者総合保険、⾃動⾞保険に加⼊し
ています。
・個⼈情報保護に関するサイバーセキュリティ
保険にも加⼊しています。

・指定管理者名と設置者としての市の連絡先を施設内に表⽰するとともに、利⽤
料⾦表等に明記しているか。

・⽞関(内)に、指定管理者名と設置者名の
住所と連絡先を掲⽰しております。
・パンフレットに設置者名の住所と連絡先を
明記しております。

・指定管理者が業務に伴って作成し、⼜は受領した文書等に関し、文書管理に関
する規程等を定め、適正に管理・保存しているか。

・法⼈決裁規程第３章「文書の管理」に
沿って、統括文書管理者が文書管理者を
選任し、適正に取り組んでおります。
・個⼈情報に関する文書等管理規程を定
め、適正に管理・保存しています。

・募集要項８ページに記載している「環境への配慮」が適切に⾏われているか。

・電気やガス等の使⽤量については、削減目
標が達成できるよう努めております。
・⾞両の⼊替の際には、地球温暖化防止の
視点から順次エコカー減税対象⾞に変更し
ております。
・様々な廃棄物については、定期的に業者
に依頼し適正に処理しております。

18



○ ○ ・障害者雇⽤状況報告書により障害者雇⽤率
が2.91％となっていることを確認した。

○ ○
・アンケート結果を職員全員に周知し、業務改善
に取り組んで⼊りいることを確認した。
・下半期にアンケートを実施することを確認した。

○ ○ ・各種報告書により業務の実施状況が適切に報
告されている。

○ ○

・設備管理会社による点検等にて修繕が必要と
なった案件については対応を⾏い、案件内容に応
じて随時市へ報告・相談を⾏っていることを確認
した。

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

不適切な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

評価項目1　業務の履⾏状況　⑶　募集要項・仕様書記載事項等に関する事項の評価（所管部署）

評価項目１⑶の評価基準
全ての項目が適切に実施されており、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる
全ての項目が適切に実施されている 全ての項目が○
⼀部改善が必要であるが、概ね適切に実施されている △が1個以上

・利⽤者に対するアンケート等、利⽤者ニーズの情報収集を適切に⾏うとともに、そ
の結果を踏まえて改善に取り組んでいるか。

・利⽤者アンケートの結果を会議で検討し
て、業務改善に取り組んでおります。

・事業報告書、⽇報・⽉報等を遅滞なく市に提出するとともに、業務の実施状況が
適切に報告されているか。

・各報告書等は遅滞なく提出しております。
・市より事業内容のついて問い合わせがあっ
た場合は速やかに応対できるよう努めており
ます。

・施設や設備等の修繕に関して、実施記録や要修繕箇所の把握が適切に⾏われ
ており、適宜、市に報告されているか。

・設備管理会社による点検等にて修繕が必
要となった案件については迅速に対応すると
ともに、案件内容により枚⽅市へ随時、報
告と相談をいたしております。

・障害者法定雇⽤率が達成され（⼜は達成に向けて取り組まれ）ており、募集要
項９ページに記載している障害者差別解消に関する取り組みが⾏われているか。

・障害者法定雇⽤率を達成しております。
・障害者権利条約第2条に準じた、⾔語障
害や内部障害等の特性に合わせたコミュニ
ケーションボードやFAXの使⽤、ペースメー
カーへの影響などの合理的配慮に努めており
ます。
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▍２　業務の継続性・安定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

○
△
×

評価 評価 評価理由

○ ○ ・納税証明書とヒアリングにより、応募の資格に抵触
する事項がないことを確認した。

○ ○ ・監査報告書により、令和６年度の決算が適正で
あることを確認した。

○ ○ ・監査報告書により、異常事項がないことを確認し
た。

○ ○ ・貸借対照表により、⼤きな前期比増減がないこと
を確認した。

○ ○ ・事業活動計算書により、赤字となっていないことを
確認した。

○ ○ ・安定した収⼊をあげていることを確認した。

○ ○ ・特にないことを確認した。

（損益計算書等）
・安定した収益をあげられているか。（赤字となっていないか。） ・収益は安定しております。

・施設の収⽀状況（⾃主事業の収⽀を含む）が安定しているか。（赤字の場合
は、その赤字分を継続的・安定的にカバーできる財務状況となっているか。） ・施設の収⽀状況は安定しております。

・その他、団体の経営に影響する要素はないか。 ・特にありません。

（監査報告書等）
・会計⼿続きが適正に⾏われていることが確認できたか。

・令和７年５⽉１４⽇実施の監事監査にて令
和６年度決算書類の確認ができております。

（監査報告書等）
・事業の存続に関わる異常事項が指摘されていないか。 ・指摘されておりません。

（貸借対照表）
・資産・負債の中に⼤きな前期比増減がない。／ある場合、その理由は妥当か。 ・⼤きな増減はありません

不適正（不適切）である

評価ポイント
指定管理者による⼀次評価 所管部署による二次評価

評価理由

・応募の資格に抵触する事項はないか。 ・応募の資格に抵触する事項はありません。

評価ポイントごとの評価基準
適正（適切）である
⼀部改善が必要であるが、概ね適正（適切）である
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Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ

A

不適正（不適切）な点があり、直ちに改善を求める ×が１個以上

評価項目２　業務の継続性・安定性の評価（所管部署）

評価項目２の評価基準
継続的・安定的にサービスを提供できる状態であり、かつ、特に優れた点が⾒られる 全ての項目が○、かつ、特に優れた点が⾒られる
継続的・安定的にサービスを提供できる状態である 全ての項目が○
⼀部改善が必要であるが、概ね継続的・安定的にサービスを提供できる状態である △が1個以上
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▍３　指定管理者による⼀次評価（総括）　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

⼀次評価コメント

　　「住⺠の福祉を増進する目的をもってその利⽤に供するための施設」である公の施設としての役割を⼼掛け、管理運営業務基本仕様書に沿った管理運営に努めました。その結果、事業計
画に掲げた目標については概ね達成することができたと考えます。居宅介護⽀援事業所からの困難ケースや医療ニーズの⾼いケースについて、看護師、介護職員と相談しながら積極的に受け⼊
れることで、公の施設としての役割を果たせるよう積極的に対応いたしました。
　サービス内容については、⼊浴や⾷事等⽇常⽣活に必要な援助の他、機能訓練や四季を感じることができるようなレクリエーション活動を⾏い、利⽤者の⼼⾝機能の維持、向上が図れるよう
⽀援しました。
　利⽤者については、令和7年4⽉から令和7年9⽉にかけては12⼈の新規依頼がありましたが、昨年度より13⼈少ない獲得となりました。稼働率は少しずつ上昇しているものの、実⼈数が昨
年度より36⼈少く、⼊院等、体調の変化による中止により、1⽇平均利⽤者数は23.8⼈となり、稼働率は65〜69％台で推移しております。
　地域住⺠との交流については、引き続きボランティア受け⼊れの他、近隣幼稚園の園児たちがセンターに来所し、歌を披露してくれたり、利⽤者と⼿遊びをしたりする等の交流を育んでおります。
　施設整備に関しましては、⽇常的な点検を実施し、異常があれば設備会社や市に報告させていただいております。令和6年10⽉にエレベーター内天井からの⾬漏りが発⽣したため、それ以降
1階で営業を続けております。令和７年８⽉に補修工事を⾏いそれ以降はエレベーター内の⾬漏りは発⽣しておりません。2階フロアの活⽤については、近⽇中に再開したいと考えてております。
　運営経費の収⽀に関しましては⿊字収⽀となっておりますが、今後も修繕費の増加、物価の⾼騰等⽀出の増加が⾒込まれます。安定した運営状況となるよう、労働関係法令の遵守に努
め、健全な経営を⼼掛けてまいります。
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▍４　所管部署による二次評価（総括）　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　⑴　評価項目ごとの評価結果及び総合評価
評価結果 総合評価

⑴ A
⑵ A
⑶ A

A２　業務の継続性・安定性

総合評価の考え⽅
　評価項目ごとの評価をそれぞれＳ＝４点、Ａ=３点、B=２点、C=１点として４項目（または３項目）の合計点数を算出し、そのうち「Ｃ」評価が１つ以上ある場合はその合計点数から１点減点
し、下表の区分により総合評価を決定する。
　ただし、評価ポイントにおいて「１」や「×」となった理由が重⼤な内容である場合は、総合評価を「Ｃ」評価とする。

評価項目
１　業務の履⾏状況

A
選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項
施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む）
募集要項・仕様書記載事項等に関する事項
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　⑵　二次評価コメント

１業務の履⾏状況
⑴選定時の基準（確認事項）・事業計画の内容（目標）に関する事項について
・実地検査、資料確認より、選定時の基準、事業計画の内容に対して、計画どおり適正な管理運営を⾏っていると評価できる。
・他施設で受け⼊れが困難なケースや重度な⽅についても、可能な限り受け⼊れており、施設利⽤に関しても事前に利⽤前後のギャップを軽減するために事前の情報共有や丁寧な説明に努め
ているなど、⼊所者に信頼される施設、地域福祉の拠点となる施設を目指していると評価できる。
・レクリエーションについて、法⼈内施設の職員で⾳楽グループを結成し、施設で演奏するなど、他施設の職員との交流や楽しみを法⼈職員⼀丸となって積極的に実施していることも確認した。
・エレベーターの⾬漏による影響により利⽤者の安全性を考慮し1階のみで営業を⾏っていたが、令和７年度８⽉に修繕工事を実施したことから、2階での営業を下半期に再開予定であること
を確認した。
・送迎時に利⽤者家族から情報収集を⾏うほか、宅内ベットまでの付き添い、⼀⼈暮らしの利⽤者における利⽤中の体調不良時には必要に応じて病院まで付き添うなど施設外においても利⽤
者に寄り添った⽀援を⾏っていることを確認した。
・チラシを活⽤した情報提供が、介護⽀援専門員においても活⽤されており利⽤率向上に寄与していることを確認した。
・⾷事については、給⾷会社からの全国⼀律配給とされており、利⽤者の嗜好に合わせることが困難であるものの⾏事⾷を充実させることで、利⽤者満⾜度の向上を図っていることを確認した。
・世代間交流を図っており、従来の幼稚園⽣だけではなく、⼩学⽣との交流を計画していることを確認した。

⑵施設の管理運営に関する経費の収⽀状況（使⽤料の収⼊実績を含む）について
・実地検査、資料確認より、概ね適正であると評価できる。
・収⽀予算に⼤きな増減などはないことを確認した。

⑶募集要項・仕様書記載事項等に関する事項
・実地検査、資料確認より、概ね適正に実施されていると評価できる。

２業務の継続性・安定性
・収⽀状況や年度報告書により、令和７年度上半期のくずは北デイサービスセンターは⿊字となっていることを確認できた。施設の収⽀としては、安定した収⼊があり、概ね適正であると評価でき
る。
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▍５　改善指⽰への対応状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

該当なし令和　　年　　⽉

指⽰を⾏った時期 内　容 対応状況
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